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(57)【要約】
【課題】非イオン性又はカチオン性の水溶性の有機物及
び／又は窒素化合物を含有する酸性液を生物処理するに
当たり、ｐＨ、塩類濃度の調整に、希釈水を用いること
なく、或いは少ない希釈水量で生物処理可能な水に調整
して生物処理に供する。
【解決手段】アニオン交換膜２１によって原水室２２と
アルカリ溶液室２３とに隔てられた中和透析装置２の原
水室２２に酸性液を通水すると共に、アルカリ溶液室２
３にアルカリ溶液を通水して該酸性液を中和及び脱塩し
た後、中和脱塩処理液を生物処理する。アニオン交換膜
２１及びアルカリ溶液を用いた中和透析処理で、非イオ
ン性又はカチオン性の水溶性の有機物及び／又は窒素化
合物を含有する酸性液の中和と脱塩を行うことができ、
得られた中和脱塩処理液を生物処理に供することができ
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　非イオン性又はカチオン性の水溶性の有機物及び／又は窒素化合物を含有する酸性液の
処理装置であって、
　アニオン交換膜によって一方の室と他方の室とに隔てられた前記一方の室に該酸性液を
通水すると共に、前記他方の室にアルカリ溶液を通水して該酸性液を中和及び脱塩する中
和脱塩装置と、
　該中和脱塩装置で中和及び脱塩された中和脱塩処理液を生物処理する生物処理装置と
を有することを特徴とする酸性液の処理装置。
【請求項２】
　請求項１において、前記中和脱塩処理液の溶存物質濃度の測定手段と、測定された溶存
物質濃度が設定値以下となるように該中和脱塩処理液の希釈を行う希釈手段とを備え、該
希釈手段で希釈された中和脱塩処理液が前記生物処理装置に導入されることを特徴とする
酸性液の処理装置。
【請求項３】
　請求項２において、前記溶存物質濃度の測定手段が電気伝導率計であることを特徴とす
る酸性液の処理装置。
【請求項４】
　請求項１ないし３のいずれか１項において、前記生物処理装置に導入される中和脱塩処
理液のｐＨが６～８であることを特徴とする酸性液の処理装置。
【請求項５】
　非イオン性又はカチオン性の水溶性の有機物及び／又は窒素化合物を含有する酸性液の
処理方法であって、
　アニオン交換膜によって一方の室と他方の室とに隔てられた前記一方の室に該酸性液を
通水すると共に、前記他方の室にアルカリ溶液を通水して該酸性液を中和及び脱塩する中
和脱塩工程と、
　該中和脱塩工程で中和及び脱塩された中和脱塩処理液を生物処理する生物処理工程と
を有することを特徴とする酸性液の処理方法。
【請求項６】
　請求項５において、前記中和脱塩処理液の溶存物質濃度を測定し、測定された溶存物質
濃度が設定値以下となるように該中和脱塩処理液を希釈した後前記生物処理工程に送給す
ることを特徴とする酸性液の処理方法。
【請求項７】
　請求項６において、前記溶存物質濃度の測定手段が電気伝導率計であることを特徴とす
る酸性液の処理方法。
【請求項８】
　請求項５ないし７のいずれか１項において、前記生物処理工程に導入される中和脱塩処
理液のｐＨが６～８であることを特徴とする酸性液の処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、非イオン性又はカチオン性の水溶性の有機物及び／又は窒素化合物を含有す
る酸性液を、効率的に中和脱塩処理して生物処理する装置と方法に関する。詳しくは原子
力発電所や火力発電所の復水脱塩装置の再生時に排出されるモノエタノールアミン含有希
塩酸性液等の非イオン性又はカチオン性の水溶性の有機物及び／又は窒素化合物を含有す
る酸性液を、効率的かつ経済的に中和脱塩処理して生物処理する装置と方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　原子力発電や火力発電の復水工程では、モノエタノールアミン（ＭＥＡ）などのアミン
類が蒸気生成ラインの防食剤として用いられている。通常、これらのアミン類は、ライン
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中に設けられた復水脱塩装置（以下「コンデミ」と称す場合がある。）のカチオン交換樹
脂に捕捉され、復水脱塩装置の再生の際に再生廃液に含まれて排出される。排出されたア
ミン類は、ＣＯＤ源や富栄養化源となって河川や湖沼を汚染するため、これを処理する必
要がある。
【０００３】
　一般に、排水処理において、有機物や窒素成分などの処理は、設備費や維持費が安いこ
とから主に生物処理が採用され広く用いられている。しかし、生物処理は微生物の働きに
よる処理であるために、被処理排水が微生物の生存環境としてふさわしくない場合は、処
理がうまくいかないか、あるいは微生物を死滅させてしまうことがある。その阻害因子と
しては、代表的なものに水温、ｐＨ、塩類濃度などがあるが、他に有害物質として酸化剤
、還元剤、毒性物質などを含む場合も微生物の生存環境として適さない。このため、この
ような阻害因子を含む排水を生物処理に供する場合は、生物処理に先立ち適切な前処理を
行うことで、微生物の生育環境を整える必要がある。
【０００４】
　特に、排水のｐＨが酸性やアルカリ性である場合は、ｐＨ調整によりｐＨを中性付近に
する必要がある。しかし、排水にｐＨ調整剤を添加してｐＨ調整を行うと、排水の塩類濃
度が高くなるために、一般に生物処理が可能とされる塩類濃度３重量％以下まで、さらに
希釈する必要がある。この場合には、希釈により排水量が多くなるため、装置を大幅に大
型化する必要があり、広い敷地面積が必要になったり、設備費が高くなる問題があった。
【０００５】
　近年、経済の高度化に伴う水需要の増大の一方で、環境保全への配慮から、工場廃水な
どを水回収する取り組みが盛んに行われている。世界的にも一部の地域においては水需要
の逼迫により水の価格が高騰しており、廃水からの水回収率を高めることが求められてい
る。こうした世の中の動向に鑑み、生物処理においても、希釈のための水を新たに加えず
に、良好な処理環境が維持できることが望まれる。
【０００６】
　従来、このような技術として、排水を蒸発処理して塩類を濃縮し、凝縮水を生物処理す
る方法や、逆浸透膜で塩類を透過させて有機物を残す方式が提案されている。
【０００７】
　例えば、特許文献１には、生活排水を浄化処理して得られた清澄な処理水を塩類除去率
の高い逆浸透膜により逆浸透処理して塩類及び有機物を濃縮すると共に中水として利用可
能な透過水を得、塩類及び有機物が濃縮された非透過水を次いで塩類除去率の低い逆浸透
膜により逆浸透処理して塩類の大部分を透過させ有機物を非透過成分として残す生活排水
の高度処理方法が提案されている。
【０００８】
　特許文献２には、廃水中の固形物を乾燥処理する乾燥装置と、該乾燥装置で発生する蒸
気を凝縮する復水器と、該復水器で生じた凝縮水を生物処理する生物処理装置とを有する
廃水処理装置が提案されている。
【０００９】
　特許文献３には、新水もしくは排水を原水とし、これを処理する純水製造装置からの濃
縮廃水を蒸発濃縮して得られる揮発性成分を含む凝縮水を生物処理し、その後固液分離す
る純水製造装置からの濃縮廃水の処理方法において、生物処理を、ミネラル含有水を添加
した状態で行うと共に、固液分離後の処理水を前記原水と共に純水製造装置に供給する方
法が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開平４－２００６８４号公報
【特許文献２】特開平８－１２６８８１号公報
【特許文献３】特開２００８－２２９４８４号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかし、特許文献１のような塩類除去率の低い逆浸透膜による処理では、低分子の物質
が同時に抜けてしまうので生物処理対象の物質がリークするという問題がある。また、特
許文献２，３のような蒸発乾燥ないし濃縮処理では、水分を蒸発させるために大量の熱が
必要であり、高温となった濃縮水中の塩類の影響で装置部材の腐食の影響が大きくなると
いう問題がある。
【００１２】
　本発明は、非イオン性又はカチオン性の水溶性の有機物及び／又は窒素化合物を含有す
る酸性液を生物処理するに当たり、ｐＨ、塩類濃度の調整に、希釈水を用いることなく、
或いは少ない希釈水量で生物処理可能な水に調整して生物処理に供する処理装置と方法を
提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明者は上記課題を解決すべく鋭意検討した結果、アニオン交換膜及びアルカリ溶液
を用いた中和透析処理で、非イオン性又はカチオン性の水溶性の有機物及び／又は窒素化
合物を含有する酸性液の中和と脱塩を行うことができ、得られた中和脱塩処理液を生物処
理に供することが可能となることを見出した。
【００１４】
　本発明はこのような知見に基いて達成されたものであり、以下を要旨とする。
【００１５】
［１］　非イオン性又はカチオン性の水溶性の有機物及び／又は窒素化合物を含有する酸
性液の処理装置であって、アニオン交換膜によって一方の室と他方の室とに隔てられた前
記一方の室に該酸性液を通水すると共に、前記他方の室にアルカリ溶液を通水して該酸性
液を中和及び脱塩する中和脱塩装置と、該中和脱塩装置で中和及び脱塩された中和脱塩処
理液を生物処理する生物処理装置とを有することを特徴とする酸性液の処理装置。
【００１６】
［２］　［１］において、前記中和脱塩処理液の溶存物質濃度の測定手段と、測定された
溶存物質濃度が設定値以下となるように該中和脱塩処理液の希釈を行う希釈手段とを備え
、該希釈手段で希釈された中和脱塩処理液が前記生物処理装置に導入されることを特徴と
する酸性液の処理装置。
【００１７】
［３］　［２］において、前記溶存物質濃度の測定手段が電気伝導率計であることを特徴
とする酸性液の処理装置。
【００１８】
［４］　［１］ないし［３］のいずれかにおいて、前記生物処理装置に導入される中和脱
塩処理液のｐＨが６～８であることを特徴とする酸性液の処理装置。
【００１９】
［５］　非イオン性又はカチオン性の水溶性の有機物及び／又は窒素化合物を含有する酸
性液の処理方法であって、アニオン交換膜によって一方の室と他方の室とに隔てられた前
記一方の室に該酸性液を通水すると共に、前記他方の室にアルカリ溶液を通水して該酸性
液を中和及び脱塩する中和脱塩工程と、該中和脱塩工程で中和及び脱塩された中和脱塩処
理液を生物処理する生物処理工程とを有することを特徴とする酸性液の処理方法。
【００２０】
［６］　［５］において、前記中和脱塩処理液の溶存物質濃度を測定し、測定された溶存
物質濃度が設定値以下となるように該中和脱塩処理液を希釈した後前記生物処理工程に送
給することを特徴とする酸性液の処理方法。
【００２１】
［７］　［６］において、前記溶存物質濃度の測定手段が電気伝導率計であることを特徴
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とする酸性液の処理方法。
【００２２】
［８］　［５］ないし［７］のいずれかにおいて、前記生物処理工程に導入される中和脱
塩処理液のｐＨが６～８であることを特徴とする酸性液の処理方法。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、非イオン性又はカチオン性の水溶性の有機物及び／又は窒素化合物を
含有する酸性液（以下、非イオン性又はカチオン性の水溶性の有機物を「非イオン／カチ
オン性水溶性有機物」と称し、非イオン性又はカチオン性の水溶性の有機物及び／又は窒
素化合物を含有する酸性液を「非イオン／カチオン性水溶性有機物・窒素化合物含有酸性
液」又は「原水」と称す場合がある。）を、アニオン交換膜を介するアルカリ溶液による
中和透析処理で、中和及び脱塩処理することにより、希釈を行うことなく、或いは少量の
希釈水を添加するのみで、生物処理に適用可能な低塩類濃度かつほぼ中性の液に調整する
ことができる（請求項１，５）。
【００２４】
　即ち、非イオン／カチオン性水溶性有機物・窒素化合物含有酸性液に直接アルカリを添
加して中和すると、Ｎａ＋などのアルカリ金属イオンが増加し、塩類濃度が高くなるが、
本発明によるアニオン交換膜を用いる中和透析処理は、直接アルカリを添加して中和する
方法とは異なり、中和処理液の総イオン量を上げることがない。
　このため、生物処理可能な塩類濃度となるように中和処理液を希釈する必要がないか、
或いは希釈を要する場合であっても、必要な希釈水量はごく少量で足りるようになる。
【００２５】
　本発明において、生物処理に供される中和脱塩処理液のｐＨは６～８であることが好ま
しい（請求項４，８）。
【００２６】
　本発明においては、中和及び脱塩処理された中和脱塩処理液の溶存物質濃度を測定し、
測定された溶存物質濃度が所定値以下となるように必要に応じて該中和脱塩処理液を希釈
して生物処理に供するようにしてもよく、このようにすることにより、塩類濃度の高い中
和脱塩処理液が生物処理に供されることによる生物処理阻害を確実に防止することができ
る（請求項２，６）。この場合、溶存物質濃度の測定手段としては、電気伝導率計を用い
ることができる（請求項３，７）。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の酸性液の処理装置の実施の形態を示す系統図である。
【図２】実施例１で採用した中和透析装置の構成を示す系統図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下に本発明の酸性液の処理装置及び処理方法の実施の形態を図面を参照して詳細に説
明する。
【００２９】
　なお、本明細書では、本発明で処理する非イオン／カチオン性水溶性有機物・窒素化合
物含有酸性液が、酸として塩酸（ＨＣｌ）を含み、このような非イオン／カチオン性水溶
性有機物・窒素化合物含有酸性液をアルカリ溶液として水酸化ナトリウム水溶液を用いて
中和脱塩処理する場合を例示して、本発明を説明するが、本発明で処理対象とする非イオ
ン／カチオン性水溶性有機物・窒素化合物含有酸性液に含まれる酸は、塩酸に限らず、硫
酸等の他の酸であってもよい。非イオン／カチオン性水溶性有機物・窒素化合物含有酸性
液に含まれる酸が硫酸等の他の酸の場合、以下の説明において、Ｃｌ－イオンはＳＯ４

２

－イオン等の酸のＨ＋の対となるアニオンであり、また、アルカリ溶液として水酸化ナト
リウム水溶液以外のアルカリ溶液を用いた場合、以下の説明において、Ｎａ＋イオンはＫ
＋イオン等のアルカリのＯＨ－の対となるカチオンである。
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【００３０】
　図１は、本発明の酸性液の処理装置の実施の形態を示す系統図であり、この装置は、原
水槽１、中和透析装置２、中継槽３、生物処理装置４及び処理水槽５で主に構成される。
【００３１】
［非イオン／カチオン性水溶性有機物・窒素化合物含有酸性液］
　本発明の処理対象となる非イオン／カチオン性水溶性有機物・窒素化合物含有酸性液と
しては、特に制限はないが、例えば、以下の（１）～（３）が挙げられる。
　（１）　窒素化合物含有酸性液
　（２）　金属イオン含有酸性液
　（３）　界面活性剤、洗浄剤含有酸性液
【００３２】
　（１）窒素化合物含有酸性液としては、例えば火力発電所や加圧水型原子力発電所など
において、防食剤としてモノエタノールアミン（ＭＥＡ）やモルホリンなどの有機アミン
を添加した復水の脱塩装置（コンデミ）に用いられるカチオン交換樹脂を再生した酸性廃
液（以下「コンデミ再生酸性廃液」と称す場合がある。）を挙げることができる。
【００３３】
　カチオン交換樹脂の再生には、塩酸や硫酸等の酸が用いられるため、このコンデミ再生
酸性廃液には脱着した有機アミン（正確には有機アミンの酸塩）と再生薬品としての塩酸
や硫酸などの酸のほか、微量の銅イオン、鉄イオン、また有機アミンの分解物であるアン
モニアなどが含まれている。
【００３４】
　このようなコンデミ再生酸性廃液の有機アミンやその他の水質成分の濃度やｐＨは、そ
の廃液の種類によって異なるが、例えば以下のような水質である。
【００３５】
【表１】

【００３６】
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　（２）金属イオン含有酸性液としては、製鉄工場や金属材加工工場などにおける揮発性
酸による酸洗工程から排出される金属溶解酸排液などが挙げられる。
【００３７】
　（３）界面活性剤、洗浄剤含有酸性液としては、例えば、半導体製造プラントから排出
されるリンス排水などが挙げられる。
　即ち、半導体製造プラントからは、ｐＨ２．５～３．５、Ｈ２Ｏ２濃度１０～３０ｐｐ
ｍで、ＴＯＣ成分として界面活性剤、アセトン、イソプロパノール、酢酸等のカルボン酸
などを１～３ｐｐｍ含有するリンス排水が排出される。従来、このような半導体リンス排
水は、第１の活性炭吸着塔、弱塩基性アニオン交換樹脂塔、強酸性カチオン交換樹脂塔、
強塩基性アニオン交換樹脂塔、逆浸透膜処理装置、高圧紫外線照射装置、第２の活性炭吸
着塔、真空脱気塔、混床式イオン交換樹脂塔に順次通水して処理されているが、このよう
な従来の半導体リンス排水の処理方法においては、ｐＨ２．５～３．５の酸性のリンス排
水を処理するため、第１の活性炭吸着塔の性能が経時により低下して、第１の活性炭吸着
塔のＨ２Ｏ２分解性能が低下し、活性炭吸着塔から流出したＨ２Ｏ２が、弱塩基性アニオ
ン樹脂塔の樹脂をＨ２Ｏ２による酸化で劣化させ、弱塩基性アニオン交換樹脂塔の性能を
低下させる；第１の活性炭吸着塔のＨ２Ｏ２分解性能が低下すると、リンス排水中の界面
活性剤の吸着性能も低下し、後段の強塩基性アニオン交換樹脂塔の性能低下を引き起こす
；といった問題があったが、本発明によれば、このような酸性液を効率的に処理すること
ができる。
【００３８】
［中和脱塩処理］
　本発明においては、まず、アニオン交換膜によって一方の室と他方の室とに隔てられた
一方の室に原水である非イオン／カチオン性水溶性有機物・窒素化合物含有酸性液を通水
すると共に、他方の室にアルカリ溶液を通水して原水を中和及び脱塩する。
【００３９】
　この原水の中和脱塩処理に用いる装置としては、アニオン交換膜を用いた中和透析装置
（拡散透析装置）２が好適に使用される。
【００４０】
　図１は、原水の中和脱塩処理に、中和透析装置（拡散透析装置）２を用いた例を示し、
原水槽１内の原水は、ポンプＰ１により、プレフィルター１１で微粒子成分が除去された
後、内部がアニオン交換膜２１で原水室２２とアルカリ溶液室２３とに仕切られた中和透
析装置２の原水室２２に導入される。ここでプレフィルター１１は必要に応じて設けられ
るものである。一方、アルカリ溶液室２３には、アルカリ溶液貯槽２４から、ポンプＰ２

によりアルカリ溶液が導入される。
【００４１】
　このアルカリ溶液としては、水酸化ナトリウム（ＮａＯＨ）、水酸化カリウム、水酸化
リチウム、炭酸ナトリウム等の溶解性アルカリ化合物の水溶液を用いることができる。
【００４２】
　一般に、コンデミに用いられる樹脂比率はアニオン交換樹脂よりもカチオン交換樹脂の
方が高く、コンデミ再生廃液としてはカチオン交換樹脂の再生酸性廃液よりも、ＮａＯＨ
を含むアニオン交換樹脂の再生廃液（以下「コンデミ再生アルカリ廃液」と称す場合があ
る。）の方が過剰となっている。
　コンデミにおいて、アニオン交換樹脂とカチオン交換樹脂との混床樹脂を分離するため
に、１６重量％のＮａＯＨ水溶液を用いてアニオン交換樹脂とカチオン交換樹脂の比重差
を利用して分離する技術を用いている現場では、別途、この分離に用いたアルカリ廃液が
排出される。
　このようにコンデミの再生現場では、アルカリ廃液が過剰に排出される場合があり、本
発明においては、このようなコンデミ再生アルカリ廃液等のアルカリ廃液をアルカリ溶液
として用いることもできる。
　アルカリ溶液としては、更に他の施設から排出されるアルカリ廃液を用いてもよい。
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【００４３】
　中和透析装置２では、原水室２２に導入された原水中のＣｌ－イオンがアニオン交換膜
２１を透過してアルカリ溶液室２３に移動することにより脱塩され、一方、アルカリ溶液
室２３内のＯＨ－イオンがアニオン交換膜２１を透過して原水室２２に移動することによ
り原水が中和される。原水室２２の流出液は原水槽１に返送され、原水は循環処理される
。一方、アルカリ溶液室２３からの流出液もアルカリ溶液貯槽２４に返送されて循環され
る。
【００４４】
　このような中和透析装置２による中和脱塩処理においては、次のような態様を採用する
ことが好ましい。
【００４５】
(1)　アニオン交換膜２１としては、耐酸性、耐アルカリ性に優れた膜を用いる。また、
中和透析装置２の接液面も、耐腐食性に優れた材料で構成されていることが好ましく、例
えば、ポリテトラフルオロエチレン等のフッ素樹脂でライニングしたものが好ましい。
【００４６】
(2)　アニオン交換膜膜面には濃度分極層が形成され、これが物質の拡散律速となり、Ｃ
ｌ－イオン、ＯＨ－イオン及び水の透過移動速度が制限される。これを防止して透過移動
速度を高めるために、アニオン交換膜面近傍の濃度分極を低減するべく、膜面流速を高め
ることが好ましく、具体的には、原水室２２側及びアルカリ溶液室２３側の膜面流速をそ
れぞれ０．１ｃｍ／ｓｅｃ以上、例えば１～８ｃｍ／ｓｅｃとすることが好ましい。膜面
流速が低いとＣｌ－イオン及びＯＨ－イオンの移動速度を速くすることができず、所望の
中和脱塩処理液を得るために長時間を要するようになる。ただし、膜面流速を過度に高く
することは、装置構成上現実的ではない。このような膜面流速を得るために、原水ポンプ
Ｐ１及びアルカリ溶液ポンプＰ２としては、高流速送液が可能なダイヤフラムポンプ等を
用いることが好ましい。
【００４７】
(3)　アルカリ溶液としては、中和に必要な酸消費の総量（ｍｇ－ＣａＣＯ３）が、原水
のアルカリ消費の総量（ｍｇ－ＣａＣＯ３）の１倍以上のものを用いる。
　なお、アニオン交換膜でのＣｌ－とＯＨ－の移動速度は、極限モル伝導率で示されるイ
オンの移動のしやすさで決定され、Ｃｌ－とＯＨ－の極限モル伝導率はそれぞれ１９８．
３Ｓｃｍ２・ｍｏｌ－１、７６．３５Ｓｃｍ２・ｍｏｌ－１である。したがって、ＯＨ－

はＣｌ－の２．６倍移動しやすいことが分かる。このことより、酸性液からのＣｌ－のア
ルカリ溶液側への移動速度を高く維持するには、アルカリ溶液のＯＨ－濃度は少なくとも
酸性液のＣｌ－濃度の１／２．６倍以上とすることが望ましい。
　アルカリ（ＮａＯＨ）の濃度を高くするとアルカリ溶液の浸透圧が原水の浸透圧よりも
高くなり、原水中の水がアニオン交換膜を透過してアルカリ溶液側へ移動し、原水が濃縮
されるようになる。このような濃縮は、得られる中和脱塩処理液の塩類濃度が生物処理可
能な塩類濃度を超えない範囲、例えば３重量％以下の範囲であれば原水量を減容化でき、
好ましい。
【００４８】
　従って、前述のコンデミ再生アルカリ廃液等のアルカリ廃液をアルカリ溶液として用い
る場合において、アルカリ濃度が不足する場合には、必要に応じてＮａＯＨ等のアルカリ
を添加してその濃度を調整することが好ましい。
【００４９】
（４）　中和脱塩処理は、得られる中和脱塩処理液（原水室２２からの流出液）のｐＨが
中性、例えば６～８程度になった時点で終了し、得られた中和脱塩処理液は次の生物処理
に供することが好ましい。
　この中和脱塩処理液のｐＨが６未満でも８を超えても、中和脱塩処理が不十分であり、
後段の生物処理に不適当である。
【００５０】
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　このｐＨ管理の目的で、中和透析装置２の原水室２２の流出配管に通液型ｐＨ計を設置
して、原水室２２の流出液のｐＨを監視し、このｐＨ値が所定値に達したら、原水室２２
の流出液の送液を、原水槽１から生物処理装置４の中継槽３に切り換えるようにしても良
い。
【００５１】
　アニオン交換膜２１であってもカチオン成分を透過することは一般的に知られており、
上述のような中和脱塩処理で、アルカリ溶液２３側から原水室２２へのカチオン成分（例
えばＮａＯＨのＮａ＋イオン）の移動が、また、原水室２２側からアルカリ溶液室２３へ
のカチオン成分の移動がある。
　従って、原水の中和脱塩処理に使用されたアルカリ溶液（以下、「アルカリ廃液」と称
す場合がある）は、原水から透析したＣｌ－イオンを含み、原水の中和（原水室へのＯＨ
－イオンの透析）でｐＨが低下した弱アルカリ性の液であると共に、原水室２２からアニ
オン交換膜２１を透過した若干量のカチオン性水溶性有機物や窒素化合物といったカチオ
ン成分を含むものである。ただし、この透過したカチオン成分濃度は低いことから、この
アルカリ廃液は、触媒酸化装置等でカチオン成分を分解した後、酸で中和して放流するこ
とができる。
【００５２】
　なお、中和透析装置２における原水室２２の原水流通方向とアルカリ溶液室２３のアル
カリ溶液の流通方向は、並流であっても向流であってもよいが、酸性液のアルカリ消費量
とアルカリ性液の酸消費量に差をつけて、出口水質を中性に近づけるには、図１に示すよ
うに向流通水であることが好ましい。
【００５３】
　また、原水及びアルカリ溶液は一過式で通水することも可能であるが、一般的には、一
過式の通水では十分な中和透析を行えないことから、図１に示すような循環通水とするこ
とが好ましい。
　バッチ式ではなく、連続処理を行う場合には、原水槽１に原水を導入すると共に、中和
透析装置２の原水室２２から返送された中和脱塩処理液を原水槽１に受け、この原水槽１
から槽内液の一部を取り出して次の濃縮処理に供することが好ましい。
【００５４】
　図１において、中和透析装置２には、１枚のアニオン交換膜２１により原水室２２とア
ルカリ溶液室２３とがそれぞれ１室ずつ形成されているが、中和透析装置２の構成はこれ
に何ら限定されず、例えば、アルカリ溶液室／アニオン交換膜／原水室／アニオン交換膜
／アルカリ溶液室／アルカリ交換膜／原水室／アニオン交換膜／アルカリ溶液室というよ
うに、複数枚のアニオン交換膜により、複数の原水室とアルカリ溶液室とが交互に形成さ
れたものであってもよい。
【００５５】
　本発明によれば、このような中和透析装置を用いた中和脱塩処理により、原水を、前述
の如く、ｐＨ６～８（ｐＨ７程度）の中性に中和すると共に、好ましくはＣｌ－イオン濃
度が原水のＣｌ－イオン濃度の３０～５０％にまで低減した中和脱塩処理液を得ることが
できる。
【００５６】
［希釈処理］
　上述のような中和脱塩処理により、原水のｐＨが中性に中和され、塩類濃度も低減され
た中和脱塩処理液が得られるが、原水中のカチオン性水溶性有機物であるアミンなどの有
機物や、アンモニア、ヒドラジンなどの窒素成分が高濃度の場合には、これらの成分によ
り、中和脱塩処理後の中和脱塩処理液の塩類濃度が３重量％を超える場合があるため、こ
のような場合には、生物処理に先立ち、この中和脱塩処理液を希釈することが好ましい。
このような希釈を行う場合であっても、希釈水量は、原水に直接アルカリ液を添加するこ
とにより中和を行う場合に比べて極めて少なくて足りるため、総液量の増加も少なく、設
備を大型化する必要は殆どない。
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【００５７】
　この場合は、例えば、図１の中継槽３に電気伝導率計などの塩類濃度測定手段を設け、
生物処理に供する水の塩類濃度が予め設定した値以下となるように、中継槽３に水を添加
して希釈することが好ましい。
【００５８】
　この希釈には、工水、市水などを用いることができるが、塩類を含まない、その他の排
水であってもよい。
【００５９】
[生物処理］
　必要に応じて希釈することにより、ｐＨ６～８で、塩類濃度が３重量％以下、好ましく
は１～２重量％程度に低減された中和脱塩処理液は、中継槽３を経て次いで生物処理装置
４に導入され生物処理される。
　この生物処理には特に制限はなく、好気（有機物酸化）処理、嫌気処理、硝化処理、脱
窒処理、アナモックスなどの処理方式があり、生物処理に供される中和脱塩処理液の有機
物あるいは窒素濃度により適切な処理方式を単独であるいは複数種組み合わせて行うこと
ができる。
【００６０】
　生物処理水は処理水槽５を経て、必要に応じて濾過、活性炭処理などの処理を施した後
に系外へ排出される。
【実施例】
【００６１】
　以下に実施例及び比較例を挙げて本発明をより具体的に説明する。
【００６２】
　なお、以下において、原水としては、復水脱塩装置のカチオン樹脂再生模擬排液を下記
表２に示す組成に調整したもの（いか「模擬原水」と称す。）を用いた。
【００６３】
【表２】

【００６４】
　また、以下において、中和透析装置による中和脱塩処理は、原水及びアルカリ溶液の全
量を循環通水することによって行われているが、本発明における中和脱塩処理は何ら全量
循環通水処理に限定されるものではなく、原水、アルカリ溶液の一部のみを循環通水する
ものであってもよく、また、全量を一過式で通水するものであってもよい。
【００６５】
［実施例１］
　模擬原水を、接液面がポリテトラフルオロエチレンでコーティングされた中和透析装置
（（株）アストム製）に通して中和脱塩処理した。
　この中和透析装置の系統図を図２に示す。図２において、図１に示す部材と同一機能を
奏する部材には同一符号を付してある。
【００６６】
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　この中和透析装置では、原水槽１内の被処理液をポンプＰ１で原水室２２に導入した後
、原水槽１に循環通水する一方で、アルカリ溶液貯槽２４内のアルカリ溶液をアルカリ溶
液室２３に循環通水するように構成されている。
【００６７】
　中和透析は、以下のように実施した。
　アニオン交換膜２１としては、耐酸、耐アルカリ性に優れた（株）アストム製アニオン
交換膜「ネオセプタＡＨＡ」を用いた。
　模擬原水５Ｌを原水槽１に入れて原水室２２に循環通水し、一方、アルカリ溶液として
は、ｐＨ１４のＮａＯＨ水溶液（ＮａＯＨ濃度１０重量％、模擬原水のＨＣｌモル濃度に
対して約５．５倍）を１．１Ｌ準備し、中和透析装置２のアルカリ溶液室２３に導入し、
アルカリ溶液貯槽２４を経て循環通水した。
【００６８】
　原水循環ポンプＰ１及びアルカリ溶液循環ポンプＰ２としては、ダイヤフラムポンプを
用い、原水室２２及びアルカリ溶液室２３の膜面流速がいずれも４ｃｍ／ｓｅｃとなるよ
うに通水した。
【００６９】
　原水ポンプＰ１の出口側には、孔径１０μｍのプレフィルター（保安フィルター）１１
を設けて原水中の微粒子成分を除去した。
【００７０】
　この処理中に、原水槽１内の液ｐＨを測定し、ｐＨが７まで低下したときに、循環通水
を停止し、得られた中和脱塩処理液を生物処理原水とした。この生物処理原水の水質及び
水量を表４に示す。
【００７１】
　また、模擬原水と中和脱塩処理液の水質及び水量と、中和脱塩処理前後のアルカリ溶液
（アルカリ廃液）の水質及び水量を表３に示した。
【００７２】
【表３】

【００７３】
［比較例１］
　原水にアルカリ溶液を添加することによりｐＨ調整を行って表４に示す水質及び水量と
したｐＨ調整水を生物処理原水とした。
【００７４】
［比較例２］
　原水にアルカリ溶液を添加することによりｐＨ調整を行った後、実施例１で得られた中
和脱塩処理液と同等の塩類濃度（ＴＤＳ）になるように水道水で希釈して生物処理原水と
した。この生物処理原水の水質及び水量を表４に示す。
【００７５】
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【表４】

【００７６】
［考察］
　実施例１では、中和透析により中和と脱塩が行われ、さらに脱水により生物処理原水の
水量は３．６Ｌとなり、生物処理原水量は、模擬原水量の７２％に減容化された。塩類濃
度は生物処理可能な３重量％以下であった。
　比較例１では、ｐＨ調整により中和が行われたが、アルカリ溶液の添加により塩類濃度
が増加し、生物処理には不適当である。
　比較例２では、ｐＨ調整と希釈により中和と塩類濃度の調整が行われ、塩類濃度も生物
処理可能な３重量％であった。しかし、実施例１相当の塩類濃度に調整するのに多量の希
釈水を必要とし、水量が８．６Ｌに増加し、模擬原水量の１７２％に増量した。
　生物処理可能な塩類濃度は実施例１と比較例２であるが、比較例２は生物処理原水量が
実施例１の２．４倍もあり、後段処理の生物処理、濾過、活性炭処理などの設備が大型化
する。
　実施例１では中和透析でアルカリ廃液が２．８Ｌ排出されるが、このアルカリ廃液はわ
ずかに有機物などの透過成分を含むが、水量が少なく、ｐＨがアルカリ性なので触媒酸化
により小さい設備で効率よく処理が可能であり、また、他の施設にアルカリとして利用す
ることも可能である。
【符号の説明】
【００７７】
　１　原水槽
　２　中和透析装置
　３　中継槽
　４　生物処理装置
　５　処理水槽
　２１　アニオン交換膜
　２２　原水室
　２３　アルカリ溶液室
　２４　アルカリ溶液貯槽
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